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令和  年  月  日 

 

「指定第１号通所事業(通所型サービス)」重要事項説明書 

 
牧之原市社会福祉協議会 

社協陽だまり 

 

 ご契約者に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重要事

項は、次のとおりです。 

 

１．事業者 

（１）法人名 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会 

（２）法人所在地 静岡県牧之原市須々木１４０番地 

（３）電話番号 ０５４８（５２）３５００ 

（４）代表者氏名 会長 杉本 正 

（５）設立年月 平成１７年１０月１１日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類 介護予防・日常生活支援総合事業における指定第１号通所事

業（通所型ｻｰﾋﾞｽ）     平成２９年４月１日指定 

（２）事業所の目的 要支援状態である利用者が、その有する能力に応じ、可能な 

             限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう 

             第一号通所事業を提供することを目的とします。 

（３）事業所名      社協陽だまり 

（４）事業所の所在地 牧之原市静波４７９番地２ 

（５）電話番号 ０５４８（２２）４４１９ 

（６）事業所長 大関 健吾 

（７）当事業所の運営方針 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境を踏まえ、介護 

              保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係 

              する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等 

              綿密な連携を図りながら、利用者が要支援状態に維持もし 

              くは改善又は要介護状態となることの予防のため、適切な 

              サービスの提供に努めます。 

（８）開設年月日 平成１５年１月６日 

（９）通常事業の実施地域 牧之原市全域 
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（10）営業日及び営業時間  

 

営業日 月～土曜日 ただし年末年始（12/29～1/3）を除く 

営業時間  午前８時１５分～午後５時 

サービス提供時間帯  午前９時３０分～午後４時の間の５時間以上 

 

（11）利用定員 １０人 

 

３．職員の配置状況 

 当事業所では、ご契約者に対して一日型通所サービスを提供する職員として、以下の職

種の職員を配置しています。 

 ＜主な職員の配置状況＞ ※職員の配置については、指定基準を厳守しています。 

 指定第１号通所事業（通所型サービス） 

職  種 常勤換算 指定基準 

１．事業所長（管理者） １名 １名 

２．介護職員（非常勤） １名以上 １名 

 

４．提供するサービスの内容 

 第 1 号通所事業は、事業者が設置する事業所（デイサービスセンター）に通っていただ

き、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその

他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能を

図るサービスです。 

 

５．利用料 

（１）サービス利用した場合の利用者負担金 

○ご契約者の要支援状態とサービス利用料金（単位 円） 

利用者の 

要介護度 
基本利用料 

利用者負担 

１割 ２割 ３割 

事業対象者 

要支援１ 
16,380円（１月につき） 1,638円 3,276円 4,914円 

事業対象者 

要支援２ 
33,010円（１月につき） 3,301円 6,602円 9,903円 

その他加算 

 ※入浴介助料（一般浴・機械浴）１回あたり４００円（自己負担額 ４０円） 

 ※送迎減算 片道につき▲３００円（自己負担額 ▲３０円） 

※介護職員処遇改善加算Ⅱ  基本利用料の９．０％  
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（２）その他の費用 

昼食代  ・普通食７００円 ・減塩対応等特別食 実費相当をいただきます。 

   当日 8 時 30 分までに休みの連絡をいただかなかった場合は１，０００円 

     をキャンセル料としていただく場合があります。 

 その他  別紙に定める費用は実費でいただきます。 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

料金・費用は、１か月分ごとお支払いいただきます。 

当月の利用料は翌月２７日（金融機関休日の場合は翌営業日）に引き落としとなります。 

※引き落としできない場合は、現金でお支払いいただく場合があります。 

 

６．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

 当事業所における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口  牧之原市市役所 長寿介護課  ２３－００７６ 

         社協陽だまり  所長 大関 健吾 

○受付時間    毎週月曜日～金曜日  午前８時１５分から午後５時 
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令和  年  月  日 

 

 指定第１号通所事業（通所型サービス）の提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の

説明を行いました。 

 

    事 業 所     <事業所> 社協陽だまり 

              <住 所> 〒４２１－０４２２ 

                   牧之原市静波４７９番地２ 

    説 明 者     <所 属> 社協陽だまり 

              <氏 名>              印 

 私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定第１号通所事業（通所

型サービス）の提供開始に同意しました。 

 

                〒 

    利 用 者 <住 所> 牧之原市 

 

 <氏 名>           印（本人自署の場合押印省略可） 

 

                〒 

    代 理 人 <住 所>   

  

<氏 名>               

  

本人との続柄 

 

 

 私は、サービス担当者会議等にて、私又は私の家族の個人情報を用いることに同意しま

す。 

 また、急変時の救急車の要請につきましても、併せて同意します。 

 

  利用者 氏名              印（本人自署の場合押印省略可） 

 

  代理人 氏名               

 

 続柄（    ） 

 


